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今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

１２月１０日（水）まで

本年最後の給与支給日
の前日まで

令和８年1月５日（月）まで
（12月末日期限は年末・
年始につき令和８年1月５
日（月）となる）

12月中の市町村条例で
定める日まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和７年11月分）

②　給与所得の年末調整

③　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和７年１０月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

④　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和７年９月期）
２カ月延長法人（令和７年８月期）
⑤　消費税・地方消費税確定申告（１カ月ごと）（10月期）
⑥　消費税・地方消費税確定申告（３カ月ごと）（１月、４月、７月、10月期）
⑦　法人の中間申告（半期・４月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑧　消費税・地方消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（10月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　3カ月ごと（１月、４月、７月期）

⑨　固定資産税（都市計画税）の第3期分の納付

①　源泉所得税には復興特別所得税
の額を含む。

③～⑧　法人の事業年度（課税期間）
の終了日は各月末日とする。

⑤、⑥　消費税課税期間の短縮特例は
適用後２年間継続が要件である。

バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ
に
関
す
る
実
務
対

応
報
告
、公
表
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会　
　
計

の
れ
ん
の
非
償
却
に
つ
い
て
、利
用
者

か
ら
意
見
聴
取
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ・の
れ
ん
非
償
却
公
聴
会

会　
　
計

去
る
11
月
４
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
６
３
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お
り
。

バ
ー
チ
ャ
ル
Ｐ
Ｐ
Ａ

前
回
専
門
委
員
会
（
２
０
２
５
年

11
月
20
日
号
（
№
１
７
６
０
）
情
報

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
70

号
「
非
化
石
価
値
の
特
定
の
購
入
取

引
に
お
け
る
需
要
家
の
会
計
処
理

に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」
に
つ

い
て
、
審
議
が
行
わ
れ
、
出
席
委

員
全
員
の
賛
成
で
公
表
議
決
さ
れ

た
（
11
月
11
日
に
実
務
対
応
報
告

47
号
と
し
て
公
表
。https://w

w
w
.

asb-j.jp/jp/practical_solution/
y2025/2025-1111.htm

l

）。

後
発
事
象

第
５
５
９
回
親
委
員
会
（
２
０
２

５
年
11
月
１
日
号
（
№
１
７
５
８
）

情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き

続
き
、
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案
87

号
「
後
発
事
象
に
関
す
る
会
計
基
準

（
案
）」
等
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

対
応
が
検
討
さ
れ
た
。

今
回
は
、
会
計
監
査
人
設
置
会
社

に
お
け
る
確
認
日
後
に
生
じ
た
修
正

後
発
事
象
の
取
扱
い
等
に
対
す
る
コ

メ
ン
ト
へ
の
対
応
が
行
わ
れ
た
。

公
開
草
案
に
て
、「
会
計
監
査
人

設
置
会
社
に
お
い
て
は
、（
連
結
）

計
算
書
類
等
に
関
す
る
確
認
日
後
、

（
連
結
）
個
別
財
務
諸
表
の
公
表
の

承
認
日
ま
で
に
発
生
し
た
会
計
基
準

案
で
示
す
修
正
後
発
事
象
の
定
義
に

該
当
す
る
会
計
事
象
に
つ
い
て
は
、

修
正
後
発
事
象
と
し
て
取
り
扱
わ

ず
、
開
示
後
発
事
象
に
準
じ
て
取
り

扱
う
」
と
す
る
特
例
的
な
取
扱
い
が

提
案
さ
れ
て
い
る
。

事
務
局
は
、
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン

ト
を
踏
ま
え
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

お
い
て
特
例
的
な
取
扱
い
を
維
持
す

る
こ
と
と
す
る
対
応
案
を
示
し
た
。

委
員
か
ら
は
、
異
論
は
聞
か
れ
な

か
っ
た
。

防
衛
特
別
法
人
税
関
連

事
務
局
よ
り
、
次
回
親
委
員
会

（
11
月
18
日
開
催
予
定
）
で
、
法
人

税
等
会
計
基
準
等
の
見
直
し
に
お
い

て
審
議
さ
れ
て
い
た
、
実
務
対
応
報

告
公
開
草
案
「
防
衛
特
別
法
人
税
の

会
計
処
理
及
び
開
示
に
関
す
る
当
面

の
取
扱
い
（
案
）」
の
公
表
議
決
を

行
う
旨
が
示
さ
れ
た
。

去
る
11
月
４
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
６
２
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
（
第
６
回
「
の
れ
ん
の

非
償
却
の
導
入
及
び
の
れ
ん
償
却
費

計
上
区
分
の
変
更
」
に
関
す
る
公
聴

会
）
を
開
催
し
た
。

「
の
れ
ん
の
非
償
却
の
導
入
及
び

の
れ
ん
償
却
費
計
上
区
分
の
変
更
」

に
関
し
て
、
財
務
諸
表
利
用
者
か
ら

意
見
を
聴
取
し
た
。

次
の
利
用
者
が
説
明
を
行
っ
た
。

・
三
瓶
裕
喜
氏
（
ア
ス
ト
ナ
リ
ン
グ
・

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
合
同
会
社 

代
表
）

・
大
畠
彰
雄
氏
（
野
村
ア
セ
ッ
ト
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
㈱ 

サ
ス
テ
ナ
ブ
ル
投

資
戦
略
室 

室
長
）

・
渡
辺
博
紀
氏
（
㈱
格
付
投
資
情

報
セ
ン
タ
ー 

格
付
本
部 

コ
ー
ポ

レ
ー
ト
４
部
長
）

の
れ
ん
の
非
償
却

説
明
者
か
ら
は
、
の
れ
ん
の
非
償
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
④
―
１

～
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
⑸
～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
は
、
２
０
１
５
年
の
適

用
開
始
以
降
、
３
年
ご
と
に
改
訂
が

行
わ
れ
て
き
た
が
、
直
近
の
２
０
２
１

年
以
降
は
改
訂
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、

そ
ろ
そ
ろ
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
憶
測

が
飛
び
交
っ
て
い
た
。

そ
う
し
た
な
か
、
２
０
２
５
年
６
月

２
日
に
開
催
さ
れ
た
第
30
回
「
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
及
び
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
」の
公
表
資
料「
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
実
践

に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

２
０
２
４
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
今
後

の
方
向
性
に
つ
い
て（
案
）」の
な
か
で
、

Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
見
直
し
に
関
す
る
言
及

が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
今
後
の

方
向
性
に
関
す
る
内
容
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。

公
表
資
料
に
お
い
て
は
、
５
つ
の

項
目
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
今
後
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

今
後
改
訂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
に
反
映
さ
れ
る
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

①　
稼
ぐ
力
の
向
上

経
営
資
源
の
最
適
な
配
分
の
実
現

に
向
け
て
、
人
的
資
本
へ
の
投
資
に
関

す
る
開
示
の
充
実
（
従
業
員
給
与
等

の
記
載
事
項
の
集
約
、
企
業
戦
略
と

関
連
づ
け
た
人
材
戦
略
、
従
業
員
給

与
等
の
決
定
に
関
す
る
方
針
、
従
業

員
給
与
の
平
均
額
の
前
年
比
増
減
率
）

や
、
資
源
配
分
の
検
証
・
説
明
責
任

の
明
確
化
（
現
預
金
を
必
要
以
上
に

積
み
増
し
て
い
な
い
か
（
日
本
企
業
の

現
預
金
比
率
は
、
諸
外
国
と
比
較
し

て
高
く
、
継
続
的
な
増
加
傾
向
に
あ

る
））
を
行
う
。

②　

情
報
開
示
の
充
実
・
投
資
家

と
の
対
話
促
進

有
価
証
券
報
告
書
の
総
会
前
開
示

に
関
し
て
適
切
な
情
報
提
供
の
取
組

み
が
容
易
と
な
る
よ
う
、
株
主
総
会

資
料
の
書
面
交
付
の
不
要
化
・
電
子

化
を
含
め
た
株
主
総
会
に
係
る
法
制

面
の
整
理
等
の
推
進
策
に
つ
い
て
、
関

係
省
庁
（
法
務
省
・
経
済
産
業
省
）

と
の
連
携
を
進
め
る
。
ま
た
、
有
価

証
券
報
告
書
の
記
載
事
項
の
整
理
（
ス

リ
ム
化
を
含
む
）
を
検
討
す
る
。

③　
取
締
役
会
等
の
機
能
強
化

独
立
社
外
取
締
役
の
果
た
す
べ
き

役
割
や
取
締
役
会
事
務
局
の
機
能
強

化
の
た
め
に
、「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ

ナ
ン
ス
実
践
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
仮
）」

を
立
ち
上
げ
る
。

④　
市
場
環
境
上
の
課
題
の
解
決

政
策
保
有
株
式
を
売
ら
せ
な
い
よ

う
に
圧
力
を
か
け
て
い
る
事
例
に
つ
い

て
の
対
応
を
検
討
す
る
。

ま
た
、
大
量
保
有
報
告
制
度
に
つ

い
て
、
課
徴
金
の
水
準
引
上
げ
を
検

討
す
る
。

親
子
上
場
等
に
つ
い
て
は
、
東
証
に

お
い
て
グ
ル
ー
プ
経
営
や
少
数
株
主

保
護
に
関
す
る
検
討
・
開
示
を
推
進

す
る
。

⑤　
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
意
識

し
た
経
営

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情
報
を
含
む
非

財
務
情
報
の
虚
偽
記
載
等
に
対
す
る

責
任
の
あ
り
方
の
検
討
（
セ
ー
フ
ハ
ー

バ
ー
ル
ー
ル
の
整
備
）
を
行
う
。

＊

な
お
、
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
の
見
直
し
に
あ

た
っ
て
は
、
上
場
企
業
の
対
応
コ
ス
ト・

開
示
負
担
に
配
慮
し
、
策
定
・
改
訂

時
か
ら
一
定
期
間
が
経
過
し
、
実
務

へ
の
浸
透
が
進
ん
だ
箇
所
等
を
削
除
・

統
合
・
簡
略
化
す
る
な
ど
、
Ｃ
Ｇ
コ
ー

ド
の
ス
リ
ム
化
／
プ
リ
ン
シ
プ
ル
化

も
同
時
に
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。あ

わ
せ
て
、
Ｃ
Ｇ
コ
ー
ド
が
プ
リ

ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
か
つ
コ
ン
プ
ラ
イ
・

オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
方
式
の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
る
趣
旨
の
再
周
知

に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

金
融
庁
は
２
０
２
５
年
10
月
21
日
、

「
第
１
回
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
の
改
訂
に
関
す
る
有
識
者

会
議
（
令
和
7
年
度
）」
を
開
催
し
、

２
０
２
６
年
中
の
改
訂
に
向
け
た
審
議

が
始
ま
っ
た
。

却
の
導
入
に
つ
い
て
、「
賛
成
。
企

業
価
値
向
上
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
、
取
締
役
の

責
任
の
意
識
づ
け
が
必
要
。
ま
た
、

投
資
家
が
求
め
る
会
計
基
準
は
、
保

守
的
で
は
な
く
最
も
可
能
性
が
高
い

ベ
ー
ス
で
考
え
て
ほ
し
い
」（
三
瓶

氏
）、「
非
償
却
と
償
却
に
は
、
利
用

者
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
メ
リ
ッ
ト
・

デ
メ
リ
ッ
ト
が
存
在
す
る
の
で
、
中

立
」（
大
畠
氏
）、「
バ
ラ
ン
ス
シ
ー

ト
分
析
の
観
点
か
ら
は
、
償
却
維
持

が
有
用
な
投
資
情
報
と
考
え
ら
れ

る
」（
渡
辺
氏
）と
の
説
明
が
さ
れ
た
。

償
却
と
非
償
却
の
選
択
制

償
却
と
非
償
却
の
選
択
の
是
非
に

つ
い
て
は
、「
会
計
基
準
が
併
存
し

て
、
ま
す
ま
す
複
雑
化
す
る
」（
三

瓶
氏
）、「
企
業
間
の
比
較
可
能
性

を
害
す
る
可
能
性
が
あ
る
」（
渡
辺

氏
）
と
反
対
す
る
意
見
が
聞
か
れ
た

ほ
か
、「
中
立
。
も
し
日
本
基
準
で

の
れ
ん
の
処
理
を
選
択
制
と
す
る
な

ら
、
速
報
性
の
高
い
決
算
短
信
に
お

い
て
当
該
選
択
を
明
確
に
記
載
す
る

必
要
が
あ
る
」（
大
畠
氏
）
と
の
意

見
も
あ
っ
た
。

計
上
区
分
の
変
更

の
れ
ん
償
却
費
の
計
上
区
分
の
変

更
に
つ
い
て
は
、「
支
持
し
な
い
。

販
管
費
か
ら
営
業
外
費
用
ま
た
は
特

別
損
失
に
変
更
す
る
と
、
そ
の
計
上

区
分
の
意
味
が
不
明
瞭
に
な
る
。
ま

た
、
の
れ
ん
償
却
前
営
業
利
益
お
よ

び
の
れ
ん
償
却
費
を
表
示
す
る
こ
と

も
不
要
」（
三
瓶
氏
）、「
の
れ
ん
償

却
費
の
計
上
区
分
や
金
額
が
決
算
短

信
等
で
明
確
に
開
示
さ
れ
て
い
る
場

合
、
中
立
」（
大
畠
氏
）、「
の
れ
ん

償
却
を
維
持
し
つ
つ
、
比
較
可
能
性

を
確
保
す
る
た
め
に
、営
業
外
費
用
、

特
別
損
失
な
ど
は
、
の
れ
ん
償
却
前

営
業
利
益
の
区
分
を
設
け
る
な
ど
の

工
夫
で
対
応
可
能
」（
渡
辺
氏
）
と

説
明
さ
れ
た
。

委
員
と
の
質
疑
応
答

委
員
か
ら
、「
非
償
却
の
ほ
う
が

償
却
よ
り
も
、
経
営
者
の
責
任
へ
の

意
識
づ
け
が
で
き
る
と
考
え
る
の
は

な
ぜ
か
」
と
の
質
問
に
「
定
期
償
却

を
し
て
い
る
と
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が

な
い
限
り
減
損
は
さ
れ
ず
、
支
払
う

買
収
プ
レ
ミ
ア
ム
へ
の
責
任
感
が
希

薄
に
な
り
が
ち
」（
三
瓶
氏
）
と
の

回
答
が
あ
っ
た
。

ま
た
、「
償
却
に
よ
り
Ｍ
＆
Ａ
を

し
に
く
く
な
る
側
面
は
あ
る
か
」
と

の
質
問
に
「
償
却
・
非
償
却
と
の
関

係
は
薄
い
」（
大
畠
氏
）
と
の
回
答

が
あ
っ
た
。

＊

今
回
ま
で
の
公
聴
会
で
聞
か
れ
た

意
見
は
、
企
業
会
計
基
準
諮
問
会
議

（
11
月
17
日
開
催
予
定
）
で
報
告
さ

れ
る
。
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住
民
税（
均
等
割
）の
適
用
初
年
度
の
経

過
措
置
に
関
す
る
再
提
案
等
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

会　
　
計

契約資産、契約負債および契約から生じた債権

「契約資産」とは、企業が顧客に移転した財またはサービ
スと交換に受け取る対価に対する企業の権利をいう。「契
約負債」とは、財またはサービスを顧客に移転する企業の
義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったものまた
は対価を受け取る期限が到来しているものをいう。「顧客と
の契約から生じた債権」とは、企業が顧客に移転した財ま
たはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利
のうち無条件のもの（対価に対する法的な請求権）をいう。
顧客から対価を受け取る前または対価を受け取る期限

が到来する前に、財またはサービスを顧客に移転した場合
は、収益を認識し、契約資産または顧客との契約から生じ
た債権を貸借対照表に計上する。財またはサービスを顧客
に移転する前に顧客から対価を受け取る場合、顧客から対
価を受け取った時または対価を受け取る期限が到来した
時のいずれか早い時点で、契約負債を貸借対照表に計上
する。

取締役報酬等として株式を無償交付する取引

取締役の報酬等として株式を無償交付する取引（会社
法202条の2に基づいて取締役等の報酬等として金銭の
払込み等を要しないで株式の発行等をする取引）には、事
前交付型と事後交付型がある。事前交付型とは、対象勤務
期間の開始後速やかに、契約上の譲渡制限が付された株
式の発行等が行われ、権利確定条件が達成された場合に
は譲渡制限が解除されるが、達成されない場合には企業
が無償で株式を交付する取引をいう。事後交付型とは、契
約上、株式の発行等について権利確定条件が付されてお
り、権利確定条件が達成された場合に株式の発行等が行
われる取引をいう。
事前交付型において、新株を発行し、これに応じて企業

が取締役等から取得するサービスは、その取得に応じて
費用として計上する。自己株式を処分する場合は、自己株
式の帳簿価額を減額するとともに、同額のその他資本剰
余金を減額する。

去
る
11
月
12
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
98
回
税
効
果
会
計
専

門
委
員
会
を
開
催
し
た
。
第
97
回
専

門
委
員
会
（
２
０
２
５
年
11
月
10
日

号
（
№
１
７
５
９
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
等
に
引
き
続
き
、
法
人

税
等
会
計
基
準
の
見
直
し
に
つ
い
て

検
討
が
行
わ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

住
民
税
（
均
等
割
）
の
適
用
初
年

度
の
経
過
措
置

前
回
、
見
直
し
後
の
基
準
の
文
案
の

な
か
で
、
法
人
税
等
会
計
基
準
の
適

用
時
期
お
よ
び
経
過
措
置
に
関
す
る

定
め
の
文
案
を
次
の
よ
う
に
示
し
た
。

最
終
基
準
を
公
表
し
た
日
か
ら
１

年
程
度
経
過
し
た
年
の
４
月
１
日
以

後
に
開
始
す
る
連
結
会
計
年
度
お
よ

び
事
業
年
度
の
期
首
か
ら
適
用
す
る
。

前
記
の
文
案
で
は
、
特
段
の
経
過

措
置
を
設
け
て
い
な
い
た
め
、
見
直

し
後
の
基
準
の
適
用
初
年
度
に
お
い

て
、
こ
れ
ま
で
の
表
示
方
法
と
異
な

る
場
合
、
企
業
会
計
基
準
24
号
「
会

計
方
針
の
開
示
、
会
計
上
の
変
更
及

び
誤
謬
の
訂
正
に
関
す
る
会
計
基

準
」
14
項
の
定
め
に
従
い
、
原
則
と

し
て
表
示
す
る
過
去
の
財
務
諸
表
に

つ
い
て
、
新
た
な
表
示
方
法
に
従
い

財
務
諸
表
の
組
替
え
を
行
う
こ
と
を

求
め
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、専
門
委
員
か
ら
は
、

住
民
税
（
均
等
割
）
の
適
用
初
年
度

の
表
示
に
関
し
て
、
過
去
の
財
務
諸

表
の
組
替
え
を
求
め
る
か
否
か
に
つ

い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
要
望
す
る

意
見
が
複
数
聞
か
れ
た
。

そ
の
た
め
、
次
の
３
つ
の
案
が
示

さ
れ
、事
務
局
は
案
２
を
提
案
し
た
。

（
案
１
）
前
回
提
案
の
文
案
の
ま
ま
と

し
、
特
段
の
追
加
は
行
わ
な
い
。

（
案
２
）
特
段
の
条
件
を
設
け
ず
に
、

住
民
税
（
均
等
割
）
に
関
し
て
適

用
初
年
度
の
比
較
情
報
の
組
替
え

を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
旨
を
新

た
に
追
加
す
る
。

（
案
３
）
住
民
税
（
均
等
割
）
に
関
す

る
適
用
初
年
度
の
比
較
情
報
の
組

替
え
を
行
わ
な
い
旨
を
新
た
に
追

加
す
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
事
務
局
提
案

に
賛
意
の
声
が
多
く
聞
か
れ
た
。
ま

た
、「『
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
』
と

の
表
現
は
組
替
え
し
な
い
と
い
う
よ

う
に
読
め
て
し
ま
う
の
で
、『
行
わ

な
い
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
記
載

の
ほ
う
が
容
認
規
定
と
い
う
こ
と
が

わ
か
り
や
す
い
の
で
は
」
と
の
声
も

聞
か
れ
た
。

実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
「
防
衛
特

別
法
人
税
の
会
計
処
理
及
び
開
示

に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」
の
文
案

前
回
示
さ
れ
た
文
案
に
、
グ
ル
ー

プ
通
算
制
度
を
適
用
す
る
場
合
の
表

示
お
よ
び
注
記
事
項
に
関
し
て
、
新

た
に
文
案
が
追
加
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
グ
ル
ー
プ
通
算
制
度

を
適
用
す
る
場
合
の
連
結
財
務
諸
表

に
お
い
て
、
防
衛
特
別
法
人
税
に
係

る
繰
延
税
金
資
産
お
よ
び
繰
延
税
金

負
債
に
関
す
る
表
示
に
つ
い
て
は
地

方
法
人
税
に
係
る
繰
延
税
金
資
産
お

よ
び
繰
延
税
金
負
債
と
同
様
に
行
う

も
の
と
し
て
、
ま
た
、
防
衛
特
別
法

人
税
に
係
る
税
効
果
会
計
に
関
す
る

注
記
に
つ
い
て
は
地
方
法
人
税
と
同

様
に
行
う
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

実
務
対
応
報
告
42
号
「
グ
ル
ー
プ
通

算
制
度
を
適
用
す
る
場
合
の
会
計
処

理
及
び
開
示
に
関
す
る
取
扱
い
」
の

定
め
に
従
う
こ
と
と
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
異
論
は
聞
か

れ
な
か
っ
た
。

防
衛
特
別
法
人
税
に
関
す
る
実
務

対
応
報
告
の
公
開
草
案
に
つ
い
て

は
、次
回
の
親
委
員
会
（
11
月
18
日
）

で
公
表
議
決
す
る
予
定
。
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利
上
げ
論
拡
大
と
財
政
拡
張
が
迫
る

日
銀
の
次
の
判
断

金　
　
融

要
警
戒
ゾ
ー
ン
に
入
っ
た
日
経
平
均

証　
　
券

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2025年
11月5日

提案書「英文開示の実
務対応」 全株懇

東証プライム市場上場企業の英文開示義務化を背景に、株主総会資料を中心的な題材と
して英文開示の実務対応の進め方や実際の翻訳作業の流れ、その留意点等を解説する手
引書として取りまとめたもの。英文開示のタイミングは日英同時開示を前提とし、より
円滑な英文開示のためにはプレインランゲージの活用が望まれることも提案している。
https://www.kabukon.tokyo/data/data/suggestion/suggestion_2025_01.pdf

2025年
11月11日

ケース・スタディ委員
会「グループ・ガバナ
ンスと監査役等の監査
について」

監査役協会

監査役等はグループ・ガバナンスの構築と運⽤の状況に留意し、グループ全体での監査
の実効性を向上していく必要があるとして、会員企業へのアンケートを行い、現在のグ
ループ・ガバナンスと監査役等の監査の実態を把握し、今後のグループ監査活動の取組
みに関する提⾔を取りまとめたもの。
https://www.kansa.or.jp/support/library/post-14412/

る
。
財
政
拡
張
の
動
き
が
強
ま
れ
ば
、

日
銀
の
金
融
政
策
運
営
に
一
定
の
影

響
を
及
ぼ
す
う
え
に
、
不
動
産
や
Ｍ

＆
Ａ
を
中
心
と
し
た
資
金
の
拡
張
的

な
動
き
に
注
意
が
必
要
と
の
指
摘
も

あ
り
、
マ
イ
ナ
ス
実
質
金
利
の
長
期

化
が
資
産
価
格
に
及
ぼ
す
影
響
を
警

戒
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

現
時
点
で
は
急
激
な
利
上
げ
を
回

避
す
る
見
方
が
主
流
だ
が
、
経
済
・

物
価
情
勢
次
第
で
は
段
階
的
な
調
整

が
現
実
味
を
帯
び
つ
つ
あ
る
。
今
回

の
主
な
意
見
は
、
金
融
緩
和
の
維
持

を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
金
利
・
量
の

両
面
か
ら
正
常
化
へ
向
け
た
道
筋
を

意
識
し
た
内
容
で
あ
る
。
量
的
緩
和

で
膨
ら
ん
だ
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
ど

う
縮
小
さ
せ
る
か
、
ま
た
財
政
政
策

と
の
整
合
性
を
い
か
に
確
保
す
る
か

が
今
後
の
焦
点
だ
。

市
場
で
は
追
加
利
上
げ
観
測
が
強

ま
り
、
長
期
金
利
の
上
昇
や
円
高
方

向
へ
の
振
れ
戻
し
も
意
識
さ
れ
始
め

て
い
る
。
日
銀
と
し
て
は
、
国
債
市

場
の
流
動
性
を
確
保
し
つ
つ
、
金
融

市
場
と
の
対
話
を
慎
重
に
進
め
、
緩

和
か
ら
正
常
化
へ
の
過
程
を
市
場
の

混
乱
な
く
実
現
で
き
る
か
が
問
わ
れ

る
局
面
に
入
っ
た
と
い
え
る
。

日
本
銀
行
が
11
月
10
日
に
公
表
し

た
、
10
月
29
日
、
30
日
開
催
分
の
金

融
政
策
決
定
会
合
の
「
主
な
意
見
」

で
は
、
政
策
正
常
化
に
向
け
た
議
論

が
一
段
と
進
ん
だ
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
複
数
の
政
策
委
員
が
「
次
回
利

上
げ
の
条
件
は
整
い
つ
つ
あ
る
」
と

述
べ
、「
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
さ
ず
実

施
す
べ
き
」
と
の
意
見
も
出
た
。
こ

れ
ま
で
利
上
げ
に
前
向
き
だ
っ
た
の

は
一
部
の
委
員
だ
っ
た
が
、
今
回
は

賛
同
す
る
意
見
が
増
え
た
点
が
特
徴

で
あ
る
。
ま
た
、「
物
価
が
上
が
ら

な
い
ノ
ル
ム
は
す
で
に
解
け
た
」
と

の
発
言
も
複
数
み
ら
れ
、
委
員
の
間

で
２
％
の
物
価
安
定
目
標
が
達
成
さ

れ
た
と
の
認
識
が
広
が
っ
て
い
る
。

主
な
意
見
で
、
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
前

向
き
な
ト
ー
ン
が
示
さ
れ
た
の
は
異

例
で
あ
り
、
年
内
に
も
政
策
金
利
の

引
上
げ
が
検
討
課
題
と
な
る
可
能
性

が
高
ま
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

一
方
で
、
今
回
の
文
面
で
は
、
新
政

権
の
財
政
政
策
へ
の
言
及
が
目
立
っ

た
。
複
数
の
委
員
が
「
新
内
閣
の
経

済
政
策
の
方
向
性
が
不
透
明
で
、
見

通
し
に
織
り
込
め
な
い
」
と
述
べ
、

政
府
側
も
「
補
正
予
算
を
伴
う
総
合

経
済
対
策
を
策
定
」
と
明
記
し
て
い

日
経
平
均
５
万
円
は
今
年
の
年
初

来
上
昇
率
が
約
25
％
に
な
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
れ
は
日
経
平
均
が
目

に
み
え
る
勢
い
で
上
が
り
始
め
た

２
０
２
３
年
以
来
で
最
高
の
上
昇
率

で
あ
る
。
特
に
高
市
首
相
が
誕
生
し

た
10
月
は
１
カ
月
で
約
16
％
も
上
昇

し
た
。
高
市
内
閣
の
積
極
財
政
の
姿

勢
を
評
価
し
た
「
高
市
ト
レ
ー
ド
」

が
盛
り
上
が
っ
た
と
評
さ
れ
る
が
、

投
資
家
動
向
を
み
る
と
、
海
外
投
資

家
の
買
越
し
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

海
外
投
資
家
は
日
本
企
業
の
経
営

改
革
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
向
上
な
ど
）
の
進
展

を
評
価
し
て
、
投
資
を
積
極
化
さ
せ

た
と
い
わ
れ
る
。
株
高
の
原
因
は
こ

こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

ト
ラ
ン
プ
関
税
の
影
響
が
懸
念
さ
れ

て
き
た
９
月
中
間
決
算
が
そ
れ
ほ
ど

悪
化
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
経
営

改
革
の
成
果
が
う
か
が
わ
れ
る
。

９
月
中
間
決
算
は
製
造
業
で
対
米

依
存
度
の
高
い
自
動
車
が
２
桁
の
経

常
利
益
減
少
と
な
っ
た
ほ
か
、
中
国

市
場
と
の
関
係
が
深
い
企
業
の
経
常

減
益
も
目
立
っ
た
。
し
か
し
、
非
製

造
業
は
レ
ジ
ャ
ー
、
エ
ン
タ
メ
、
Ｉ

Ｔ
・
ネ
ッ
ト
な
ど
が
好
調
で
全
産
業

ベ
ー
ス
の
収
益
を
下
支
え
し
た
。
今

年
度
下
期
は
製
造
業
、
非
製
造
業
と

も
経
常
減
益
の
予
想
で
あ
る
が
、
減

益
率
は
１
桁
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

下
期
の
企
業
予
想
は
、
米
国
、
中

国
な
ど
の
景
気
が
ト
ラ
ン
プ
関
税
の

落
着
き
を
受
け
、
そ
の
影
響
が
大
き

く
広
が
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
と

の
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
高
市
政

権
の
積
極
財
政
な
ど
の
政
策
は
ほ
と

ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ

る
。
企
業
収
益
の
展
望
が
こ
の
よ
う

で
あ
れ
ば
、
日
経
平
均
５
万
円
は
割

高
水
準
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
う
１
つ
の
懸
念
材
料
は
、
米
国

が
リ
ー
ド
し
て
世
界
的
な
ブ
ー
ム
に

な
っ
て
い
る
Ａ
Ｉ
、
半
導
体
産
業
の

行
方
で
あ
る
。
日
米
の
他
、ア
ジ
ア
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
の
市
場
は
、
株

価
・
株
価
指
数
が
史
上
最
高
値
圏
に

あ
る
が
、そ
の
高
値
は
少
数
の
Ａ
Ｉ
、

半
導
体
株
の
超
高
値
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
て
お
り
、
指
数
の
構
造
が
非

常
に
い
び
つ
に
な
っ
て
い
る
。も
し
、

そ
う
し
た
ハ
イ
テ
ク
株
が
崩
れ
る
と

シ
ョ
ッ
ク
は
甚
大
だ
。

も
っ
と
も
、
米
国
は
金
融
政
策
の

発
動
余
地
が
あ
り
、
極
端
な
株
価
下

落
は
避
け
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
今
後
の
株
価
動
向
は
十
分
に
警

戒
し
て
見
守
る
必
要
が
あ
る
。


